
 

 

お詫びと訂正 

 

弊社発刊の『四訂 精神保健福祉法の最新知識』の本文中，以下の箇所に誤りがございま

した。謹んでお詫び申し上げますとともに，訂正させていただきます。 

            （2026 年 1 月 8 日更新） 

 

 

該当頁 該当箇所 誤 正 備考 

67 頁 本文 

左から５行目 

ただし、入院継続に

対して不同意の意見

を受け指定医が患者

の症状や治療効果、

リスク等を再評価し

ても、入院継続が必

要であると判断した

場合、市町村長同意

の医療保護入院で継

続することができ

る。 

指定医が患者の症状

や治療効果・リスク

等を再評価し、入院

継続が必要であると

判断し説明を尽くし

ても入院継続に対し

て不同意の意見を受

けた場合には入院継

続することはできな

い。 
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